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財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
該当事項はありません。

業務の適正を確保する体制
＜業務の適正を確保するための内容の概要＞
経営の基本方針であるグループ経営理念の趣旨に則り、当社グループの業務の適正を確保する

ための体制構築を経営の最重要課題の一つとして位置づけ、以下の11項目で構成する「内部統制
に関する基本方針」を定めております。

（1）当社グループの取締役、執行役員及びその他使用人の職務の執行が法令及び定
款に適合することを確保するための体制

① 当社は、コンプライアンスを経営の最重要課題の一つとして位置付け、当社グループの
「コンプライアンス基本方針」を定め、当社グループの取締役、執行役員及びその他使用
人に対しコンプライアンスの周知徹底を図っております。

② 当社は、当社グループのコンプライアンス統括部署としてのＣＲ統括部とグループ全体の
コンプライアンスに係る重要な事項を協議するための委員会を設置し、コンプライアンス
体制を整備しております。

③ 当社は、当社グループの「反社会的勢力への対応基本方針」を定め、当社グループの取締
役、執行役員及びその他使用人が、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力と
は断固として対決し、関係を遮断するための体制を整備しております。

④ 当社は、当社グループの「顧客保護等管理基本方針」を定め、当社グループの取締役、執
行役員及びその他使用人が顧客の利益を保護し、利便性の向上を図るための体制を整備し
ております。

⑤ 当社は、当社グループの「コンプライアンス・ホットライン規程」を定め、法令等違反行
為や不正行為等に関する通報・相談窓口を設置し、適切な措置を講じる体制を整備してお
ります。

⑥ 当社は、当社グループの「内部監査に関する基本方針」及び「内部監査規程」を定め、当
社又はグループ内会社の監査部が定期的に内部監査を実施し、当社及びグループ内会社の
法令等遵守体制及び顧客保護等管理体制の適切性・有効性について検証しております。
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（2）当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、文書管理に関する規則を別途定め、取締役の職務の執行に係る情報を相当期間保

存・管理する体制を整備しております。

（3）当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 当社は、リスク管理を経営の最重要課題の一つとして位置付け、当社グループの「リスク
管理基本方針」を定め、当社及びグループ内会社が連携し、グループが抱えるあらゆるリ
スクを適切に管理するための体制を整備しております。

② 当社は、当社グループのリスク管理統括部署としてのＣＲ統括部とグループ全体のリスク
管理に係る重要な事項を協議する委員会を設置し、リスク管理体制を整備しております。

③ 当社は、当社グループの「業務継続基本方針」を定め、危機発生時において速やかに当社
及びグループ内会社の業務の継続、通常機能の早期復旧を図るための体制を整備しており
ます。

④ 当社は、当社グループの「内部監査に関する基本方針」及び「内部監査規程」を定め、当
社又はグループ内会社の監査部が定期的に内部監査を実施し、当社グループのリスク管理
体制の適切性・有効性について検証しております。

（4）当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための
体制

① 当社は、「取締役会規程」に、取締役会の組織・運営に係る基本的事項を定めるとともに、
取締役会が委任する事項を審議・決定するグループ経営執行会議、各種委員会を設置し、
「グループ経営執行会議規程」、各種委員会要綱に基づき、グループ経営が効率的かつ適切
に行われる経営管理体制を整備しております。

② 当社は、「組織規程」及び「職務権限規程」を制定し、組織・業務・権限について明確に
定め、取締役の職務の執行が迅速かつ効率的に行われる体制を整備しております。
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（5）当社並びにグループ内会社から成る当社グループにおける業務の適正性を確保
するための体制

① 当社は、「グループ経営管理規程」を定め、グループ内会社の経営の自主性を尊重しつつ、
グループ内会社の経営が適切に行われるように指導・管理するためのグループ経営管理体
制を整備しております。

② 当社は、グループ内会社の意思決定及び業務執行に関し、重要な事項については定期的に
又は必要に応じ随時、当社に対し協議又は報告を行うことを「子会社との協議・報告事項
に関する規則」に定め、グループ内会社における取締役及び執行役員の職務の執行が効率
的かつ適切に行われる体制を整備しております。

③ 当社は、グループ内会社の運営を管理する部署として経営企画部を設置し「組織規程」に
基づき、グループ内会社の事業計画に係る支援・指導及び推進の統括を行っております。

④ 当社は、会計基準その他関連する諸法令を遵守し、財務報告の適正性・信頼性を確保する
ため、当社グループの「財務報告に係る内部統制の基本方針」を定め、財務報告に係る内
部統制体制を整備しております。

⑤ 当社は、「グループ内取引等に係る基本方針」及び「グループ内の業務提携等に係る基本
方針」を定め、グループ内取引等が、法令等に則り適切に行われる体制を整備しておりま
す。

⑥ 当社は、当社グループの「内部監査に関する基本方針」及び「内部監査規程」を定め、当
社又はグループ内会社の監査部が定期的に内部監査を実施し、グループ内取引等管理体制
の適切性・有効性について検証しております。

（6）監査等委員会及び監査等委員である取締役（以下、「監査等委員」）がその職務
を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
当社は、監査等委員会及び監査等委員の職務を補助する部署として監査等委員会室を設置

し、監査等委員会及び監査等委員の職務を補助するために必要な専任及び兼任の使用人を、適
切に監査等委員会室に配置しております。
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（7）前項の使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性及び監査等委員会及び監
査等委員の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

① 当社は、監査等委員会及び監査等委員の職務を補助する使用人の監査等委員以外の取締役
からの独立性を確保するため、当該使用人を監査等委員会及び監査等委員の指揮命令下に
置くものとしております。

② 当社は、「監査等委員会及び監査等委員である取締役の職務を補助する使用人に関する規
則」を定め、監査等委員会及び監査等委員の職務を補助する使用人の任命・人事考課・人
事異動・懲戒処分等については、あらかじめ監査等委員会及び監査等委員に意見を求め、
これを尊重するものとしております。

（8）当社グループの監査等委員以外の取締役、監査等委員、執行役員、監査役及
びその他使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告をす
るための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制

① 当社は、当社グループの「監査等委員会への報告規程」を制定し、当社グループの監査等
委員以外の取締役、監査等委員、執行役員、監査役及びその他使用人が、当社又はグルー
プ内会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときには、直ちに当社の監査
等委員会に報告する体制を整備しております。

② 当社グループの監査等委員以外の取締役、監査等委員、執行役員、監査役及びその他使用
人は、当社グループの「監査等委員会への報告規程」に基づき、定期的に又は必要に応じ
随時、業務執行に係る重要な事項等について当社の監査等委員会に報告を行うとともに、
監査等委員会から報告を求められたときには適切に対応しております。また、業務執行に
係る重要な事項等について、当社グループの監査等委員以外の取締役、監査等委員、執行
役員、監査役及びその他使用人から報告を受けた場合は、その報告を受けた者が当社の監
査等委員会に報告を行っております。

③ 当社は、当社グループの「コンプライアンス・ホットライン規程」に基づき、当社グルー
プの監査等委員以外の取締役、監査等委員、執行役員、監査役及びその他使用人が、法令
等違反行為、不正行為等を発見し、通報等を行う必要がある場合は、当社の監査等委員会
に直接報告することができる体制を整備しております。また、ＣＲ統括部は、当社グルー
プの内部通報の状況について、速やかに当社の監査等委員会に報告しております。
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（9）監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱い
を受けないことを確保するための体制
当社は、当社グループの「監査等委員会への報告規程」及び「コンプライアンス・ホットラ

イン規程」を定め、当社の監査等委員会に報告を行ったことを理由として、当該報告者に対し
不利益な取扱いを行うことを禁止しております。

（10）監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その
他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する
事項

当社は、監査等委員が監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払い等の請求をし
た場合は、監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費
用又は債務を処理します。

（11）その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査等委員は、「取締役会規程」、「グループ経営執行会議規程」、各種委員会要綱に基づ
き、取締役会・グループ経営執行会議・各種委員会等に出席し、意見を述べることができ
ます。

② 監査等委員以外の取締役は、定期的に又は必要に応じ随時、監査等委員と意見交換を行
い、適切な意思疎通を図っております。

③ 当社又はグループ内会社の監査部は、監査結果について監査等委員会に定期的に報告する
とともに、監査等委員会室と適切に連携し、監査等委員会監査が実効的に行われる体制を
確保しております。

― 5 ―

2022年05月17日 15時35分 $FOLDER; 6ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



＜業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要＞

（1）取締役の職務執行
当社は、「取締役会規程」に基づき、取締役会を毎月又は必要に応じ随時開催しております。

当事業年度は12回開催し、法令及び定款に定める事項のほか、当社グループの重要な業務執行
を決定するとともに、取締役の職務執行の監督を行っております。また、取締役会から委任さ
れた事項及びグループ経営に関する重要な事項を審議するグループ経営執行会議を21回開催
し、取締役の職務の執行が迅速かつ効率的に行われる体制を確保しております。

（2）コンプライアンス・リスク管理体制
当社は、コンプライアンス、顧客保護等管理、マネー・ローンダリング防止等に係る緊急事

案に対する迅速な協議・報告態勢強化を目的に、ＣＲ委員会を３か月毎に開催しております。
社長を委員長とするＣＲ委員会では、当社グループのコンプライアンス管理・顧客保護等管理
の状況、反社会的勢力に対する管理状況及びオペレーショナル・リスクの状況等について協
議、報告を行っております。
また、当社は、ＡＬＭ委員会を３か月毎に開催し、当社グループの信用リスク、市場リス

ク、流動性リスクの状況等について協議、報告を行っております。

（3）内部監査の実施
当社では、内部監査計画に基づき、監査部が内部管理態勢の適切性・有効性について検証

し、問題点の改善提言を行っております。また、当社グループの内部監査結果を通じて把握し
た問題点は、グループ経営執行会議、取締役会に報告を行っております。

（4）監査等委員である取締役の職務執行
監査等委員である取締役は、取締役会及び重要な会議等への出席、業務執行に関する重要な

書類の閲覧、取締役、執行役員及びその他使用人からの報告又は説明等を通じて、監査の実効
性の確保を図っております。また、当事業年度は監査等委員会設置会社移行後に監査等委員会
を10回開催し、監査に関する重要な事項について決議、協議、報告を行っております。
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＜ご参考＞コーポレート・ガバナンスの状況

（1）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、グループ経営理念を定め、その実現に向け、法令等を遵守し、適切な経営

の意思決定と業務執行を図るとともに、経営の透明性、公開性及び健全性を高め、コーポレー
ト・ガバナンスの充実に努めております。
なお、当社は、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目的に「コーポ

レートガバナンス・ガイドライン」を制定し、公表しております。この「コーポレートガバナ
ンス・ガイドライン」を当社グループの役職員が共有し、その趣旨を十分に理解し、実践して
まいります。

（2）企業統治の体制の概要
企業統治システムに関する以下の基本的な考え方のもと、当社は、取締役15名（うち社外取

締役５名）にて組織する取締役会において中長期的な経営戦略の議論をますます充実等させる
べく、権限委譲による意思決定の迅速化・効率化を図るとともに、構成員の過半数を社外取締
役とする監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役（以下、「監査等委員」）に取締役会
における議決権を付与することで、取締役会の監督機能を高めることが、コーポレート・ガバ
ナンスの一層の強化を図るうえで適切であると判断し、監査等委員会設置会社の形態を採用し
ております。
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＜企業統治システムに関する基本的な考え方＞
１．監督と執行を明確化し、取締役会が取締役の職務執行の監督に専念できる環境を整備する
ことにより、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保する。

２．取締役会は、法令及び定款に定める事項並びに経営に係る方針、戦略、計画等の重要な業
務執行事項以外の個別の業務執行の決定については、経営陣幹部に最大限委任する。

３．当社は、経営陣幹部による迅速、果断な意思決定を支援するため、グループ経営執行会議
や各種委員会など任意の機関を設置し、かつ活用することにより、機動的な業務執行を実
現するとともに、コーポレート・ガバナンスの充実を図る。

４．当社は、複数の社外役員による客観的視点を最大限活用することにより、当社経営に係る
意思決定プロセスの透明性、公正性を担保する。
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特定完全子会社に関する事項
会社名 住所 株式の帳簿価額 当社の総資産額

株式会社肥後銀行 熊本市中央区練兵町１番地 249,012百万円
469,020百万円

株式会社鹿児島銀行 鹿児島市金生町６番６号 198,431百万円

会計参与に関する事項
該当事項はありません。

剰余金の配当等の決定に関する方針
利益配分につきましては、内部留保の充実に留意しつつ、資本効率を高め、利益成長を通じた

安定的な配当を実施することを基本方針としております。
剰余金の配当は、中間配当と期末配当の年２回を基本的な方針としており、定款の定めによ

り、配当の決定機関は中間配当、期末配当ともに取締役会であります。

その他
該当事項はありません。
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第７期（2021
2022

年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）連結株主資本等変動計算書

（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 36,000 199,636 388,859 △10,771 613,723

会計方針の変更による累積的影響額 △241 △241

会計方針の変更を反映した当期首残高 36,000 199,636 388,617 △10,771 613,481

当 期 変 動 額

連結子会社株式の取得による持分の増額 835 835

剰 余 金 の 配 当 △5,272 △5,272

親会社株主に帰属する当期純利益 16,655 16,655

自己株式の取得 △3,000 △3,000

土地再評価差額金の取崩 △647 △647
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当 期 変 動 額 合 計 － 835 10,735 △3,000 8,570

当 期 末 残 高 36,000 200,471 399,352 △13,771 622,052

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金 繰延ヘッジ損益 土地再評価
差 額 金

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利益
累計額合計

当 期 首 残 高 65,194 △2,484 5,660 △840 67,530 1,898 683,152

会計方針の変更を反映した累積的影響額 △241

会計方針の変更を反映した当期首残高 65,194 △2,484 5,660 △840 67,530 1,898 682,911

当 期 変 動 額

連結子会社株式の取得による持分の増減 835

剰 余 金 の 配 当 △5,272

親会社株主に帰属する当期純利益 16,655

自己株式の取得 △3,000

土地再評価差額金の取崩 △647
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △42,461 21,810 647 1,337 △18,665 △1,335 △20,001

当 期 変 動 額 合 計 △42,461 21,810 647 1,337 △18,665 △1,335 △11,430

当 期 末 残 高 22,732 19,326 6,308 497 48,865 562 671,480
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連結注記表

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
子会社、子法人等及び関連法人等の定義は、銀行法第２条第８項及び銀行法施行令第４条の２

に基づいております。

連結計算書類の作成方針
（1）連結の範囲に関する事項
① 連結される子会社及び子法人等 18社

株式会社肥後銀行
株式会社鹿児島銀行
九州ＦＧ証券株式会社
九州会計サービス株式会社
肥銀リース株式会社
ＪＲ九州ＦＧリース株式会社
鹿児島リース株式会社
肥銀カード株式会社
九州デジタルソリューションズ株式会社
肥銀キャピタル株式会社
肥銀ビジネスサポート株式会社
肥銀ビジネス教育株式会社
肥銀オフィスビジネス株式会社
株式会社鹿児島カード
鹿児島保証サービス株式会社
株式会社九州経済研究所
かぎんオフィスビジネス株式会社
かぎん代理店株式会社
なお、「九州デジタルソリューションズ株式会社」は、2021年11月15日付で「株
式会社肥銀コンピュータサービス」から商号を変更しております。
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② 非連結の子会社及び子法人等 ３社
肥後３号地域活性化投資事業有限責任組合
肥後６次産業化投資事業有限責任組合
肥銀ベンチャー投資事業有限責任組合
非連結の子会社及び子法人等は、その資産、経常収益、当期純損益（持分に見合う

額）、利益剰余金（持分に見合う額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）
等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理
的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。

（2）持分法の適用に関する事項
① 持分法適用の非連結の子会社及び子法人等

該当ありません。
② 持分法適用の関連法人等
該当ありません。

③ 持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等 ３社
肥後３号地域活性化投資事業有限責任組合
肥後６次産業化投資事業有限責任組合
肥銀ベンチャー投資事業有限責任組合

④ 持分法非適用の関連法人等 ６社
肥後・鹿児島地域活性化投資事業有限責任組合
ＫＦＧアグリ投資事業有限責任組合
熊本復興応援投資事業有限責任組合
熊本地震事業再生支援投資事業有限責任組合
肥銀ブリッジ投資事業有限責任組合
肥銀地域企業応援投資事業有限責任組合
持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等並びに関連法人等は、当期純損益（持

分に見合う額）、利益剰余金（持分に見合う額）及びその他の包括利益累計額（持分
に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に重要な影響を与
えないため、持分法の対象から除いております。

（3）連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項
連結される子会社及び子法人等の決算日は次のとおりであります。
３月末日 18社
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会計方針に関する事項
（1）特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準

銀行業及び金融商品取引業を営む連結される子会社の金利、通貨の価格、金融商品市場
における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る等
の目的（以下、「特定取引目的」という。）の取引については、取引の約定時点を基準と
し、連結貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上するとともに、当該
取引からの損益を連結損益計算書上「特定取引収益」及び「特定取引費用」に計上してお
ります。
特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については連結決算

日の時価により、スワップ・先物・オプション取引等の派生商品については連結決算日に
おいて決済したものとみなした額により行っております。
また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当連結会計年度中の受払利息等

に、有価証券及び金銭債権等については前連結会計年度末と当連結会計年度末における評
価損益の増減額を、派生商品については前連結会計年度末と当連結会計年度末におけるみ
なし決済からの損益相当額の増減額を加えております。

（2）有価証券の評価基準及び評価方法
（イ）有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定

額法）、持分法非適用の非連結子会社・子法人等株式及び持分法非適用の関連法人等株
式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法（売却原価は
主として移動平均法により算定）、ただし市場価格のない株式等ついては移動平均法に
よる原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しており

ます。
（ロ）有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用され
ている有価証券の評価は、時価法により行っております。

（3）デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引（特定取引目的の取引を除く）の評価は、時価法により行っておりま

す。

（4）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産

当社及び銀行業を営む連結される子会社の有形固定資産は、定率法（ただし、1998
年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）並びに2016年４月１日以後に
取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物： ８年～50年
その他： ２年～20年
その他の連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、資産の見積耐用

年数に基づき、主として定率法により償却しております。
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② 無形固定資産
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアに

ついては、当社並びに連結される子会社及び子法人等で定める利用可能期間（５年）に
基づいて償却しております。

（5）貸倒引当金の計上基準
銀行業を営む連結される子会社の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則
り、次のとおり計上しております。
「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務

指針」（日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第４号 2020年10月８日）に規定
する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、過去の一定期間における
各々の貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。正常先債権及び要
管理先債権以外の要注意先債権については今後１年間の予想損失額を見込んで計上し、要
管理先債権については今後３年間の予想損失額を見込み、貸倒引当金として計上しており
ます。予想損失額は、１年間又は３年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定
期間における平均値に基づき損失率を求め、これに直近の貸倒実績を反映するなど必要な
修正を加えて算出しております。要管理債権のうち与信額が一定額以上の大口債務者のう
ち、 債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もる
ことができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子
率で割り引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フ
ロー見積法）により計上しております。
破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証

による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必
要と認める額を計上しております。破綻懸念先債権のうち、一定額以上の大口債務者の債
権については債務者ごとに担保の処分可能見込額及び保証による回収見込額を控除した債
権額と、合理的に将来キャッシュ・フローを見積もって算出した回収可能額との差額を貸
倒引当金として計上しております。上記以外の破綻懸念先債権については要管理先債権と
同様の方法により貸倒引当金を算出しております。
破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分可
能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を計上しております。
なお、すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施

し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
その他の連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案し
て必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案
し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
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（6）睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止し利益計上を行った睡眠預金の払戻請求に

備えるため、過去の支払実績等を勘案して必要と認められる額を計上しております。

（7）偶発損失引当金の計上基準
偶発損失引当金は、信用保証協会との責任共有制度等の代位弁済に伴い発生する負担金

等の支払いに備えるため、将来発生する損失額を見積り計上しております。

（8）特別法上の引当金の計上基準
特別法上の引当金は、金融商品取引業を営む連結される子会社の金融商品取引責任準備

金であり、証券事故による損失に備えるため、金融商品取引法第46条の５及び金融商品取
引業等に関する内閣府令第175条の規定に定めるところにより算出した額を計上しており
ます。

（9）退職給付に係る会計処理の方法
銀行業を営む連結される子会社の退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当連

結会計年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。
また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用 ：その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）

による定額法により損益処理
数理計算上の差異：各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の

年数（10年）による定額法又は定率法により按分した額を、それ
ぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理

なお、その他の連結される子会社及び子法人等は、退職給付に係る負債及び退職給付費
用の計算に、退職給付に係る期末要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適
用しております。

（10）外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債は、連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。

（11）リース取引の処理方法
ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準は、リース料受取時にその他業務収益

とその他業務費用を計上する方法によっております。

（12）重要なヘッジ会計の方法
（イ）金利リスク・ヘッジ

銀行業を営む連結される子会社の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッ
ジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の
取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年３月17日。以下、
「業種別委員会実務指針第24号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘ
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ッジ有効性評価の方法については、貸出・債券等の金利変動リスクを減殺する目的で行
うヘッジ、及びキャッシュ・フローを固定する目的で行うヘッジについて、ヘッジ対象
とヘッジ手段の金利変動要素等の相関関係を検証しております。
また、一部の資産・負債については、金利スワップの特例処理を行っております。

（ロ）為替変動リスク・ヘッジ
銀行業を営む連結される子会社の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに

対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上
及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号 2020年10
月８日）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法について
は、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及
び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見
合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの
有効性を評価しております。

会計方針の変更
（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認
識会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの
支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収
益を認識することといたしました。
これにより、役務取引等収益の一部について、従来受領時に一時点で収益を認識しており
ましたが、財又はサービスが提供された時に収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過
的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場
合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新た
な会計方針を適用しております。この結果、連結財務諸表に与える影響は軽微であります。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算

定会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及
び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定
める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわた
って適用することといたしました。なお、連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
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重要な会計上の見積り
１．貸倒引当金の見積り
（1）連結財務諸表に計上した金額

貸倒引当金 81,553百万円

（2）見積りの内容について連結財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
① 見積り金額の算出方法
当社グループの貸倒引当金の算出方法は、「会計方針に関する事項」の「（5）貸倒
引当金の計上基準」に記載しております。
② 見積り金額の算出に用いた仮定
貸倒引当金は、債務者の現時点の財務内容や債務返済能力等を総合的に勘案し債務
者区分を決定しており、過去の貸倒実績率を基礎に算定した予想損失率や合理的に見
積もられたキャッシュ・フローに基づき算出しております。
なお、これらの仮定に加え、新型コロナウイルス感染症の感染拡大やそれに伴う経

済活動への影響は、当連結会計年度末から当面の間続くものと想定し、当社グループ
の貸出金等の信用リスクに一定の影響があるとの仮定を置いております。このような
状況下、当社グループは見積りに影響を及ぼす入手可能な情報を債務者区分に反映し
ております。
③ 翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響

上記②に記載した債務者区分の決定、予想損失率及びキャッシュ・フローの見積り
に用いた仮定は不確実であり、今後の新型コロナウイルス感染症の状況や経済活動へ
の影響が変化した場合においては、損失額が増減する可能性があります。
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注記事項
（連結貸借対照表関係）
１．関係会社の出資金総額（連結子会社及び連結子法人等の株式を除く） 5,683百万円

２．無担保の消費貸借契約（債券貸借取引）により貸し付けている有価証券が、「有価証券」
中の国債に81,409百万円含まれております。

３．銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりで
あります。なお、債権は、連結貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び
利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証
券の私募（金融商品取引法第２条第３項）によるものに限る。）、貸出金、外国為替、「そ
の他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに
注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券（使用貸借又は賃貸借
契約によるものに限る。）であります。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 22,208百万円
危険債権額 85,954百万円
三月以上延滞債権額 11百万円
貸出条件緩和債権額 50,675百万円
合計額 158,849百万円
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開

始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる
債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が
悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で
破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延して
いる貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであ
ります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減
免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行
った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に
該当しないものであります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

（表示方法の変更）
「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」（2020年１月24日 内閣府令第３号）
が2022年３月31日から施行されたことに伴い、銀行法の「リスク管理債権」の区分等を、
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく開示債権の区分等に合わせて表示
しております。
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４．手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。
これにより受け入れた商業手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自
由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は、14,753百万円であります。

５．ローン・パーティシペーションで、「ローン・パーティシペーションの会計処理及び表
示」（日本公認会計士協会会計制度委員会報告第３号 2014年11月28日）に基づいて、
原債務者に対する貸出金として会計処理した参加元本金額のうち、連結貸借対照表計上額
は、2,801百万円であります。

６．担保に供している資産は次のとおりであります。
担保に供している資産
有価証券 1,548,691百万円
貸出金 1,911,064百万円
リース債権及びリース投資資産 1,338百万円
担保資産に対応する債務
預金 93,415百万円
売現先勘定 233,645百万円
債券貸借取引受入担保金 699,223百万円
借用金 2,177,859百万円
上記のほか、為替決済、指定金融機関等の取引の担保として、その他資産55,732百万

円を差し入れております。
また、その他資産には、保証金808百万円、金融商品等差入担保金4,539百万円及び中

央清算機関差入証拠金20,331百万円が含まれております。

７．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申
し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで
資金を貸し付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、
1,631,780百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のもの又は任意の時期に無
条件で取消可能なものが1,558,819百万円あります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行

残高そのものが必ずしも当社並びに連結される子会社及び子法人等の将来のキャッシュ・
フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、
債権の保全及びその他相当の事由があるときは、連結される子会社及び子法人等が実行申
し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられ
ております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほ
か、契約後も定期的に予め定めている社内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応
じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。

８．土地の再評価に関する法律（1998年３月31日公布法律第34号）に基づき、株式会社肥
後銀行の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相
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当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を
「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日 1999年３月31日
同法律第３条第３項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令（1998年３月31日公布政令第119号）第２条第３

号に定める土地課税台帳に登録されている価格（固定資産税評価額）に合理的な調整を
行って算出。
同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地の当連結会計年度末における時価
の合計額と当該事業用の土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 4,861百万円

９．有形固定資産の減価償却累計額 78,274百万円

10．有形固定資産の圧縮記帳額 3,855百万円

11．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による
社債に対する保証債務の額は40,514百万円であります。

（連結損益計算書関係）
１．「その他の経常収益」には、株式等売却益7,664百万円を含んでおります。
２．「その他の経常費用」には、株式等売却損3,107百万円を含んでおります。
３．「営業経費」には、給与・賞与手当等40,253百万円、減価償却費8,396百万円を含んで
おります。

４.「減損損失」は、店舗の移転統合等により投資額の回収が見込めなくなったことに伴い、
以下の資産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額1,109百万円を特
別損失に計上しております。

地域 主な用途 種類 減損損失額

熊本県内 営業用店舗27か所及び共用資産１か所 土地及び建物 910百万円

鹿児島県内 遊休資産18か所 土地及び建物 198百万円

当社グループの営業用資産のグルーピングの方法は、管理会計上の最小区分である営
業店単位及び各社単位で行っております。
資産グループの回収可能価額は、正味売却価額等により測定しており、正味売却価額
は、不動産鑑定評価基準等に基づき評価した額より処分費用見込額を控除して算定して
おります。
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（連結株主資本等変動計算書関係）
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（単位：千株）
当連結会計年度期首株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末株式数 摘要

発 行 済 株 式

普 通 株 式 463,375 － － 463,375

自 己 株 式

普 通 株 式 23,464 7,298 － 30,762 （注）

（注）当連結会計年度における自己株式の増加は、自己株式の取得のための市場買付及び単元未
満株式の買取りによるものであります。

２．配当に関する事項
（1）当連結会計年度中の配当金支払額

（決議） 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基 準 日 効力発生日
2021年５月13日
取 締 役 会 普通株式 2,639百万円 6.0円 2021年

３月31日
2021年
６月１日

2021年11月11日
取 締 役 会 普通株式 2,633百万円 6.0円 2021年

９月30日
2021年
12月１日

合 計 5,272百万円

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度の
末日後となるもの

（決議） 株式の種類 配当金の総額 配当の原資 １株当たり
配 当 額 基 準 日 効力発生日

2022年５月12日
取 締 役 会 普通株式 2,595百万円 利益剰余金 6.0円 2022年

３月31日
2022年
６月１日
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（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

当社グループは、個人や法人等の預金者から受け入れた預金や短期金融市場から調達
した資金などをもとに、資金の貸出や有価証券運用などを行う銀行業を中心に、証券業
務、クレジットカード業務、リース業務などの金融サービスに係る事業を行っておりま
す。
保有する金融資産及び金融負債は金利変動や価格変動などを伴うため、不利な影響が

生じないよう、オフバランス取引を含むグループ全体の資産及び負債を対象にリスクを
統合的に把握・コントロールし、収益の向上と安定化を図るべく資産及び負債の総合的
管理（ＡＬＭ）を行っております。その一環としてデリバティブ取引も行っておりま
す。

（2）金融商品の内容及びそのリスク
① 金融資産

当社グループが保有する金融資産のうち、最も大きなウェイトを占めるのは貸出金
であり、主として国内法人及び個人に対するものです。貸出金は信用リスクに晒され
ており、取引先の信用状況が悪化し、債務の支払いが不能となった場合、貸倒等の損
失を被る可能性があります。また、固定金利の貸出金については、市場リスクに晒さ
れており、市場金利の変動により時価が変動する可能性があります。
次に大きなウェイトを占めるのが有価証券であり、国内債券に加え、株式や海外債

券、投資信託等を保有しております。保有する有価証券は、市場リスクに晒されてお
り、金利や株価、為替等のリスク・ファクターの変動により、時価が変動し損失を被
る可能性があります。加えて、流動性の低下により時価が下落する流動性リスクにも
晒されております。また、債券や株式など一部の有価証券については信用リスクに晒
されており、発行体の信用状況が悪化した場合には、減損等の損失を被る可能性があ
ります。
② 金融負債

当社グループの金融負債のうち預金等及び市場性の資金調達については、流動性リ
スクに晒されており、当社グループの信用力が低下することにより、預金の流出や必
要な資金が調達できなくなる可能性に加え、不利な条件での取引を余儀なくされるこ
とにより損失を被る可能性があります。なお、当社の一部のグループ会社について
は、借入金により資金調達を行っており、同様に流動性リスクに晒されております。
また、固定金利の調達については、市場リスクに晒されており、市場金利の変動に

より時価が変動する可能性があります。
③ デリバティブ

当社グループが行っているデリバティブ取引には、金利スワップ取引や為替・通貨
スワップ取引等があります。リスク・ヘッジを目的とした取引については、繰延ヘッ
ジや特例処理等によるヘッジ会計を適用しており、時価の変動比率や契約内容を基
に、ヘッジの有効性を評価しています。デリバティブ取引についても、取引先の信用
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状況が悪化し、契約が履行されない信用リスクや、リスク・ファクターの変動に伴う
市場リスクに晒されております。

（3）金融商品に係るリスク管理体制
① リスク管理の基本方針

当社グループでは、リスク管理を経営の重要課題と位置づけ、リスク管理の徹底に
関する組織・体制の強化を図っております。各種リスクを正しく把握し、かつ、金融
情勢の変化に対応してリスクを適切に管理することにより、当社グループの健全性の
維持・向上と経営基盤の確立を図っております。
② 統合リスク管理

当社グループでは、各種リスクを一元的に把握・合算し、全体のリスク量が経営体
力に対して大きすぎないかを管理するため統合リスク管理を行っております。また、
自己資本の範囲内で各種リスクに対する備えとしてリスク資本を配賦する態勢を導入
し、経営の健全性確保と収益性・効率性の向上に努めております。
Ａ 信用リスク

当社グループでは、貸出金の審査・管理部門は営業推進部門と分離し、相互牽制
機能による厳格な審査・管理を行うとともに、与信ポートフォリオについても、特
定の地域、業種、企業、グループ等への与信集中の管理を適切に行っております。
また、取引先の信用度合いの正確な把握と信用リスク管理の精緻化を目的に「信

用格付制度」を導入し、融資方針や貸出金利の決定に有効に活用しております。自
己査定については監査する独立の部署を設け、営業店・審査部門への相互牽制機能
をもたせることにより自己査定の正確性向上を図っております。
Ｂ 市場リスク

当社グループでは、的確な市場リスクコントロールによる安定的な収益の確保を
図るため、ＶａＲ（バリュー・アット・リスク（一定の保有期間及び特定の確率の
範囲内で想定される最大損失額））等の手法によりリスクを把握したうえで、ＡＬ
Ｍ委員会等において、金利予測や収益計画に基づき、リスク・テイクやリスク・ヘ
ッジの方針等を決定しております。
当社グループにおいて、金利リスクの影響を受ける金融商品には、預金・貸出

金・債券・金利関連デリバティブ取引等があり、価格変動リスクの影響を受ける金
融商品には、債券・株式・株式投資信託・株式関連デリバティブ取引等がありま
す。当社グループでは、これらの金融商品について株式会社肥後銀行及び株式会社
鹿児島銀行がそれぞれにおいて市場リスク量を算定し管理しております。
株式会社肥後銀行は主にヒストリカル・シミュレーション法（保有期間10日～６

ヶ月、信頼区間99％、観測期間５年）によるＶａＲを計測しており、2022年３月
31日現在では、金利リスクに係るＶａＲが56億円、価格変動リスクに係るＶａＲ
が308億円となっております。
また、株式会社鹿児島銀行では、ヒストリカル・シミュレーション法（保有期間

10日～６ヶ月、信頼区間99％、観測期間５年）によるＶａＲを計測しており、
2022年３月31日現在では、金利リスクに係るＶａＲが80億円、価格変動リスクに
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係るＶａＲが270億円となっております。
なお、ＶａＲの値についてはバックテスト等による検証を定期的に実施しており

ますが、過去の市場の変動を基に一定の発生確率を前提として計測しているため、
過去にない規模の市場変動の影響まで捕捉するものではありません。また、その金
額等から影響が軽微な一部の金融商品や、一部のグループ会社の金融商品につきま
しては定量的分析を実施しておりません。
Ｃ 流動性リスク

当社グループでは、流動性リスクに対応するため資金繰りに関する管理部署を定
め、日次、週次、月次にて資金繰り状況を把握・分析し、必要に応じて適切な市場
調達を実施しております。また、不測の事態に備え資金繰り逼迫度に応じて、各々
の局面において迅速な対応が行えるよう、対応策や報告連絡体制を定めておりま
す。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提

条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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２．金融商品の時価等に関する事項
2022年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとお

りであります。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりませ
ん（(注１)参照）。
また、現金預け金、コールマネー及び売渡手形、売現先勘定並びに債券貸借取引受入担
保金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略してお
ります。

（単位：百万円）
連結貸借対照表
計上額 時 価 差 額

（1）特 定 取 引 資 産
売 買 目 的 有 価 証 券 107 107 －

（2）有 価 証 券
満 期 保 有 目 的 の 債 券 27,402 27,435 33
そ の 他 有 価 証 券 2,297,038 2,297,038 －

（3）貸 出 金 7,799,589
貸 倒 引 当 金（＊1） △76,384

7,723,205 7,749,487 26,282
資 産 計 10,047,754 10,074,069 26,315

（1）預 金 9,923,790 9,923,962 172
（2）譲 渡 性 預 金 239,187 239,195 7
（3）借 用 金 2,196,550 2,196,497 △53
負 債 計 12,359,528 12,359,655 126
デ リ バ テ ィ ブ 取 引（＊2）
ヘッジ会計が適用されていないもの (4,318) (4,318) －
ヘッジ会計が適用されているもの（＊3） 24,200 24,200 －

デ リ バ テ ィ ブ 取 引 計 19,881 19,881 －
（＊1）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
（＊2）特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して

表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味
の債務となる項目については、（ ）で表示しております。

（＊3）ヘッジ対象である有価証券等のキャッシュ・フローの固定化のためにヘッジ手段として
指定した金利スワップ等であり、主に繰延ヘッジを適用しております。なお、これらの
ヘッジ関係に、「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」（実務対応報
告第40号 2022年３月17日）を適用しております。
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（注１）市場価格のない株式等及び組合出資金の連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金
融商品の時価情報の「その他有価証券」には含まれておりません。

（単位：百万円）
区 分 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額

非 上 場 株 式 等 （＊1）（＊2） 6,735

組 合 出 資 金 等 （＊3） 21,148

（＊1）非上場株式等については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準
適用指針第19号 2020年３月31日）第５項に基づき、時価開示の対象とはしておりま
せん。

（＊2）当連結会計年度において、非上場株式について28百万円減損処理を行っております。
（＊3）組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第31号 2019年７月４日）第27項に基づき、時価開示の対象とはしておりませ
ん。

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以
下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において
形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場
価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外
の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイン
プットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時
価を分類しております。
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(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
(単位：百万円)

区分
時 価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

特定取引資産及び有価証券
売買目的有価証券
国債・地方債等 － 107 － 107
その他有価証券
国債・地方債等 515,680 287,481 － 803,161
社債 － 457,049 13,297 470,347
株式 144,576 4,957 － 149,533
その他 463,759 213,092 4,828 681,679

デリバティブ取引
金利関連 － 35,296 － 35,296
通貨関連 － 2,997 － 2,997

資産計 1,124,015 1,000,982 18,125 2,143,123
デリバティブ取引
金利関連 － 7,593 － 7,593
通貨関連 － 10,819 － 10,819

負債計 － 18,412 － 18,412
（＊1）「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年７

月４日）第26項に定める経過措置を適用した投資信託等については、上記表には含めて
おりません。連結貸借対照表における当該投資信託等の金額は190,578百万円でありま
す。

（＊2）「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年７
月４日）第27項に定める経過措置を適用した組合出資金については、上記表には含めて
おりません。連結貸借対照表における当該組合出資金の金額は1,738百万円であります。
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(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
(単位：百万円)

区分
時 価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券
満期保有目的の債券
社債 － 160 27,275 27,435

貸出金 － － 7,749,487 7,749,487
資産計 － 160 7,776,763 7,776,923

預金 － 9,923,962 － 9,923,962
譲渡性預金 － 239,195 － 239,195
借用金 － 2,196,497 － 2,196,497

負債計 － 12,359,655 － 12,359,655
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（注１）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

資 産
特定取引資産及び有価証券
特定取引資産及び有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できる
ものはレベル１の時価に分類しております。主に上場株式や国債がこれに含まれます。
公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル２の時価に分類
しております。主に地方債、社債がこれに含まれます。
相場価格が入手できない場合には、将来キャッシュ・フローの現在価値技法などの評価技法
を用いて時価を算定しております。評価に当たっては観察可能なインプットを最大限利用して
おり、インプットには、無担保コールレート、TIBOR、国債利回り、スワップレート、信用ス
プレッド等が含まれます。算定に当たり重要な観察できないインプットを用いている場合に
は、レベル３の時価に分類しております。

貸出金
貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状
態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額を時価としており、レベル３の時価に分類しております。固定金利によるものは、貸出金の
種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額をスワップレートをベースに信
用スプレッドを加味した利率等で割り引いて時価を算定しており、レベル３の時価に分類して
おります。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシ

ュ・フローの割引現在価値、又は、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を
算定しているため、時価は連結決算日における連結貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当
金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としており、レベル３の時価に分類
しております。
貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けてい
ないものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額に近似しているも
のと想定されるため、帳簿価額を時価としており、レベル３の時価に分類しております。
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負 債
預金及び譲渡性預金
要求払預金について、連結決算日に要求に応じて直ちに支払うものは、その金額を時価とし
ております。また、定期預金及び譲渡性預金については、一定の期間ごとに区分して、将来キ
ャッシュ・フローを割り引いた割引現在価値により時価を算定しております。割引率は、新規
に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。定期預金のうち変動金利によるもの
は短期間で市場金利を反映するため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
を時価としております。なお、預入期間が短期間（１年以内）の外貨定期預金は、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル２の時
価に分類しております。

借用金
借用金については、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を、当該借入金
の残存期間及び信用リスクを加味した利率、又は、同様の借入において想定される利率で割り
引いて現在価値を算定しております。このうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を
反映し、また、当社並びに連結子会社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時
価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を時価としております。なお、
約定期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。当該時価はいずれもレベル２の時価に分類しております。

デリバティブ取引
デリバティブ取引については、大部分は店頭取引であり、公表された相場価格が存在しない
ため、取引の種類や満期までの期間に応じて現在価値技法やブラック・ショールズ・モデル等
の評価技法を利用して時価を算定しております。それらの評価技法で用いている主なインプッ
トは、金利や為替レート、ボラティリティ等であります。また、取引相手の信用リスク及び当
行自身の信用リスクに基づく価格調整を行っております。観察できないインプットを用いてい
ない又はその影響が重要でない場合はレベル２の時価に分類しており、プレイン・バニラ型の
金利スワップ取引、為替予約取引等が含まれます。
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（注２）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品のうちレベル３の時価に関する情報

(1) 重要な観察できないインプットに関する定量的情報（2022年３月31日）

区分 評価技法 重要な観察できない
インプット

インプット
の範囲

インプット
の加重平均

その他有価証券

社債 現在価値技法 信用スプレッド
0.176％－

0.533％
0.700％

(2) 期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益（2022年３月31日）
(単位：百万円)

期首
残高

当期の損益又は
その他の包括利益

購入、売
却、発行
及び決済
の純額

レベル３
の時価へ
の
振替

レベル３
の時価か
らの振替

期末
残高

当期の損益
に計上した
額のうち連
結貸借対照
表日におい
て保有する
金融資産及
び金融負債
の評価損益
（※１）

損益に
計上
（※１）

その他の
包括利益
に計上
（※２）

有価証券
その他
有価証券
社債 10,269 － 12 3,015 － － 13,297 －

その他 4,777 △0 350 △300 － － 4,828 △0

（※１）連結損益計算書の「その他経常費用」に含まれております。
（※２）連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれ

ております。
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(3) 時価の評価プロセスの説明
当社グループはリスク管理部門において時価の算定に関する方針及び手続きを定めてお
り、これに沿って各取引部門が時価を算定しております。算定された時価は、独立した評価
部門において、時価の算定に用いられた評価技法及びインプットの妥当性並びに時価のレベ
ルの分類の適切性を検証しております。検証結果は毎期リスク管理部門に報告され、時価の
算定の方針及び手続に関する適切性が確保されております。
時価の算定に当たっては、個々の資産の性質、特性及びリスクを最も適切に反映できる評

価モデルを用いております。また、第三者から入手した相場価格を利用する場合において
も、利用されている評価技法及びインプットの確認や類似の金融商品の時価との比較等の適
切な方法により価格の妥当性を検証しております。

(4) 重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明
社債の時価の算定で用いている重要な観察できないインプットは信用スプレッドでありま
す。このインプットの著しい上昇（低下）はそれら単独では、時価の著しい低下（上昇）を
生じさせることになります。
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（有価証券関係）
連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「特定取引資産」中の商品有価証券が含まれており

ます。
１．売買目的有価証券（2022年３月31日現在）

当連結会計年度の損益に
含まれた評価差額（百万円）

売 買 目 的 有 価 証 券 △1

２．満期保有目的の債券（2022年３月31日現在）

種 類
連 結 貸 借 対
照 表 計 上 額
（百 万 円）

時 価
（百 万 円）

差 額
（百 万 円）

時価が連結貸借対照表
計上額を超えるもの

国 債 － － －

地 方 債 － － －

社 債 17,285 17,360 75

そ の 他 － － －

小 計 17,285 17,360 75

時価が連結貸借対照表
計上額を超えないもの

国 債 － － －

地 方 債 － － －

社 債 10,117 10,074 △42

そ の 他 － － －

小 計 10,117 10,074 △42

合 計 27,402 27,435 33
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３．その他有価証券（2022年３月31日現在）

種 類
連 結 貸 借 対
照 表 計 上 額
（百 万 円）

取 得 原 価
（百 万 円）

差 額
（百 万 円）

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えるも
の

株 式 125,277 74,353 50,923

債 券 412,395 405,538 6,857

国 債 146,053 142,864 3,188

地 方 債 98,460 95,896 2,564

短 期 社 債 34,003 34,002 1

社 債 133,877 132,775 1,102

そ の 他 387,961 356,478 31,482

うち外国証券 266,282 249,014 17,268

小 計 925,634 836,370 89,263

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの

株 式 24,256 27,381 △3,125

債 券 861,113 883,500 △22,387

国 債 369,626 385,957 △16,330

地 方 債 189,020 192,538 △3,517

短 期 社 債 7,000 7,000 △0

社 債 295,465 298,004 △2,538

そ の 他 486,035 518,106 △32,071

うち外国証券 457,570 488,390 △30,819

小 計 1,371,404 1,428,988 △57,584

合 計 2,297,038 2,265,359 31,679

（注）市場価格のない株式等（連結貸借対照表計上額27,884百万円）については、上表の「そ
の他有価証券」に含めておりません。
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４．当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券
（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）

売 却 原 価
（百万円）

売 却 額
（百万円）

売 却 損 益
（百万円）

国 債 － － －

地 方 債 － － －

社 債 60 60 －

そ の 他 － － －

合 計 60 60 －

（売却の理由）買入消却によるものであります。

５．当連結会計年度中に売却したその他有価証券
（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）

売 却 額
（百万円）

売 却 益 の 合 計 額
（百万円）

売 却 損 の 合 計 額
（百万円）

株 式 45,155 6,238 2,322

債 券 94,772 599 191

国 債 91,316 592 184

地 方 債 － － －

短 期 社 債 － － －

社 債 3,456 7 7

そ の 他 295,168 15,307 18,482

う ち 外 国 証 券 276,314 14,902 18,265

合 計 435,096 22,145 20,996
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６．減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券（市場価格のない株式等及び組合出資金を除く）のう

ち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回
復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって連結貸借対照表計
上額とするとともに、評価差額を当連結会計年度の損失として処理（以下、「減損処理」
という。）しております。
当連結会計年度における減損処理額は、668百万円（株式668百万円）であります。
なお、当該有価証券の減損にあたっては、連結会計年度末日における時価の取得原価に

対する下落率が50％以上の銘柄について一律減損処理するとともに、30％以上50％未満
の銘柄について過去一定期間の時価の推移や発行会社の信用リスク等を判断基準として減
損処理しております。

（金銭の信託関係）
１．運用目的の金銭の信託（2022年３月31日現在）

連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額
（百万円）

当連結会計年度の損益に含まれた評価差額
（百万円）

運用目的の金銭の信託 14,395 △88

２．その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（2022年３月31日現在）

連結貸借対照表
計上額
（百万円）

取得原価
（百万円）

差 額
（百万円）

うち連結貸借対照
表計上額が取得原
価を超えるもの
（百万円）

うち連結貸借対照
表計上額が取得原
価を超えないもの
（百万円）

その他の
金銭の信託 3,720 3,720 － － －

（注）「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち連結貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。
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（収益認識関係）
顧客との契約から生じる収益を分解した情報（2022年３月31日）

(単位：百万円)
報告セグメント

その他 合計
銀行業 リース業 計

役務取引等収益

預金・貸出業務 7,631 － 7,631 － 7,631

為替業務 6,594 － 6,594 － 6,594

証券関連業務 1,035 － 1,035 2,132 3,167

その他業務 5,229 2 5,232 18 5,250

信託報酬

信託関連業務 111 － 111 － 111

その他経常収益

その他業務 726 10 736 58 795

顧客との契約から生じる経常収益 21,329 12 21,342 2,209 23,551

上記以外の経常収益 123,793 37,178 160,971 4,893 165,864

外部顧客に対する経常収益 145,123 37,190 182,313 7,102 189,416

(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、証券業務、
クレジットカード業務等であります。

（１株当たり情報）
１株当たりの純資産額 1,550円85銭
１株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額 38円06銭
なお、潜在株式調整後１株当たり親会社株主に帰属する当期純利益金額については、潜在株

式がないため記載しておりません。
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第７期（2021
2022

年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）株主資本等変動計算書

（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金 その他資本剰余金 資 本 剰 余 金 合 計

当 期 首 残 高 36,000 9,000 406,051 415,051

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当

当 期 純 利 益

自己株式の取得

当 期 変 動 額 合 計 － － － －

当 期 末 残 高 36,000 9,000 406,051 415,051

株 主 資 本

純 資 産 合 計
利 益 剰 余 金

自 己 株 式 株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

当 期 首 残 高 9,659 9,659 △10,771 449,939 449,939

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △5,272 △5,272 △5,272 △5,272

当 期 純 利 益 6,981 6,981 6,981 6,981

自己株式の取得 △3,000 △3,000 △3,000

当 期 変 動 額 合 計 1,708 1,708 △3,000 △1,291 △1,291

当 期 末 残 高 11,368 11,368 △13,771 448,648 448,648
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個別注記表

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

重要な会計方針
１．有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の評価は、子会社株式については、移動平均法による原価法、その他有価証券に
ついては原則として決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法に
より算定）、ただし市場価格のない株式等については、移動平均法による原価法により行っ
ております。

２．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産（リース資産を除く）

有形固定資産は、定率法（ただし、建物並びに2016年４月１日以後に取得した建物附
属設備及び構築物については定額法）を採用しております。また、主な耐用年数は次のと
おりであります。
建 物 8年～38年
器具及び備品 4年～15年

（2）無形固定資産（リース資産を除く）
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。

（3）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リ

ース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、
リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零
としております。

注記事項
（貸借対照表関係）
１．有形固定資産の減価償却累計額 664百万円

２．関係会社に対する金銭債権
預金 2,551百万円

３．関係会社に対する金銭債務
短期借入金 5,600百万円
１年内返済予定の長期借入金 190百万円
長期借入金 14,235百万円
リース債務 2百万円
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（損益計算書関係）
関係会社との取引高
営業取引による取引高
関係会社受取配当金 7,072百万円
関係会社受入手数料 2,460百万円
販売費及び一般管理費 1,157百万円
営業取引以外の取引による取引高
受取利息 0百万円
受取賃貸料 213百万円
雑収入 0百万円
支払利息 56百万円

（株主資本等変動計算書関係）
自己株式の種類及び株式数に関する事項

（単位：千株）
当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数 摘 要

自 己 株 式

普 通 株 式 23,464 7,298 － 30,762 （注）

合 計 23,464 7,298 － 30,762

（注）当事業年度における自己株式の増加は、自己株式の取得のための市場買付及び単元未満株
式の買取りによるものであります。

（税効果会計関係）
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりでありま

す。
繰延税金資産
繰越欠損金 96百万円
繰延資産 2百万円
一括償却資産 0百万円
その他 18百万円
繰延税金資産小計 119百万円
評価性引当額 △119百万円
繰延税金資産合計 －百万円
繰延税金負債合計 －百万円
繰延税金資産の純額 －百万円
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（関連当事者との取引に関する注記）
１．親会社及び法人主要株主等
該当ありません。

２．子会社及び関連会社等
（単位：百万円）

種 類 会社等の名称 所 在 地 資本金又
は出資金

事業の
内 容

議決権の所有
（被所有）割合

関連当事者
と の 関 係 取 引 の 内 容 取引金額 科目 期末

残高

子会社

株式会社
肥後銀行

熊本市
中央区 18,128 銀行業 所有直接

100％

経営管理・
役員の兼
任、出向者
の受入

資金の借入（注1） 7,988

短期借入金 2,800
１年内
返済予定の
長期借入金

95

長期借入金 7,117

借入金利息の支払（注1） 28 ― ―

経 営 管 理 料
の受取（注2） 1,259 ― ―

配当金の受取 3,536 ― ―

出向者人件費
の支払（注3） 502 ― ―

株式会社
鹿児島銀行 鹿児島市 18,130 銀行業 所有直接

100％

経営管理・
役員の兼
任、出向者
の受入

資金の借入（注1） 7,988

短期借入金 2,800
１年内
返済予定の
長期借入金

95

長期借入金 7,117

借入金利息の支払（注1） 28 ― ―

経 営 管 理 料
の受取（注2） 1,201 ― ―

配当金の受取 3,536 ― ―

出向者人件費
の支払（注3） 463 ― ―

取引条件及び取引条件の決定方針等
注１．資金の借入の取引金額については、期中平均残高を記載しております。また、

借入利率は市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
２．経営管理料は、当社の経営活動に必要な諸経費として合理的に見積もられた金
額に基づき算定しております。

３．出向者人件費は、出向元の給与を基準に双方協議の上決定しております。
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３．兄弟会社等
該当ありません。

４．役員及び個人主要株主等
該当ありません。

（１株当たり情報）
１株当たりの純資産額 1,037円06銭
１株当たりの当期純利益金額 15円95銭
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